
 第３号様式（第６条第１項関係） 

市長 副市長 部長 課長 主幹・副主幹 主査・主査補 班員 

       

付議・報告部課      

令和７年１０月２２日 

会議結果報告書（行政経営戦略会議） 

１ 日時及び場所 

令和７年１０月２２日（水）午前９時３０分～ 本庁舎２階災害対策室 

２ 出席者 

人事課 本橋課長、品川副主幹 

３ 件名 

白井市定員管理指針見直しの対応方策及び年度別職員数について 

４ 会議結果 

□ 案のとおり決定する。 

■ 一部修正の上、決定する。 

□ 継続して検討する。 

□ 案を否決する。 

□ 報告を了承する。 

５ 会議内容 

 正規職員が中心となり市政運営を行っていくことが本来の姿であり、適正な人数を

確保していく。非正規職員は正規職員を補佐していくといった考えを盛り込んでほ

しい。 

→定員管理指針に盛り込むこととする。 

 

 建築職等の専門人材の確保難といった課題もあることから、アウトソーシングや他

市との人材交流といった視点も盛り込んでほしい。 

→定員管理指針に盛り込むこととする。 

 

 定員管理指針に任期付職員は含めているか。 

→フルタイム勤務の任期付職員は含めている。任期があるだけで責任の度合いは正

規職員と同じである。 

 

 別添資料①の２ページ目「●派遣者・在籍休職者の考え方」のうち「研修派遣」の

R8年度以降の人数が１名となっているが、今後の人材育成の観点から、もう１名程

度増やすという考え方はできないか。 

→検討する。 

 

 「●派遣者・在籍休職者の考え方」のうち「病気休職者」について、実稼働人数を

充足することにより負担軽減をしていくことにより減少することを見込んでいる

が、全国的にメンタル不調者が増加しているという社会情勢を鑑みると減少するこ

とは考えにくいのではないか。 

→検討する。 

 



※「研修派遣」と「病気休職者」について、後日、人事課と関係部署により協議

し、定員管理指針上は以下のとおり見込んでいくこととした。 

「研修派遣」…今後管理職候補者の育成などを厚くしていくことを見込み、R8年度

以降も2名を見込んでいくこととする。 

「病気休職者」…負担軽減による減と社会情勢の変化による増を相殺する形で見込

み、見込み上は令和17年度まではR7年度時点の8名を維持することとする。 

備考 会議内容を簡潔に記載すること。 



　第１号様式その１（第４条第４項関係）

年 月 日

件　　　名

現状・課題

目的

対応
方策

論点（決定を
要する事項）

部内会議や
関係課等と
の調整結果
（主な意見・
懸案事項）

■ □ □ □ （

参考情報

案件提出
事由

①市政運営の基本的な方針（規程第4条第2項第1号）
イ　重大な政策事項

市民参加

付議書公表

関係法令等

事業費

関係課

今後の
スケジュール

白井市職員定数条例

総務課・財政課

千円 （うち特定財源 千円）

無

公開 非公開 部分非 時限非

議会説明 行政運営報告（策定後） 広報・ＨＰ等 無

・対応方策の妥当性
・新たに設定した年度別目標職員数の妥当性

・総合計画策定に係る財政推計については、今回示した年度別定員で作業することを
財政部門と協議し、了承済。
・目標職員数のそれぞれの項目の表現や新たな行政需要が発生した場合の考え方を
盛り込む。

項目 有無 方法（時期） 項目 有無

報道発表条例規則

令和 7 10

方法（時期）

22

付議書（行政経営戦略会議）

付議事案

カテゴリー

部課名 人事課

白井市定員管理指針見直しの対応方策及び年度別職員数について

　現行の定員管理指針については、計画期間を令和2年度から令和11年度までとして
おり、今回は中間見直しを行うという位置づけだが、前期の5年間で顕著となった課題の
対応が必要なことから、目標職員数の時点修正だけでなく、方針転換を行うもの。

顕著となった課題としては、以下の2点である。
①現行の指針の取組により職員採用を控えたことや、普通退職が想定以上に増えたこ
　とにより、職員数が大きく不足した。また、年齢構成や級別職員数に偏りが生じた。

②現行の指針では、行政課題の変化に対応するための新たな部署の設立や、長期の
　病欠・育休等による欠員といった要素に対応できていないことから職員数が追いつか
　ず、既存の課等における配置人数に不足が生じた。

・質の高い行政サービスを安定的に提供できる体制を確保する。
・長期の病欠・育休等に対応できる仕組みとする

・定員管理指針の上位計画となる、市総合計画及び行政経営指針との整合を
図るため、計画期間を令和8年度～令和17年度までとする。
・課題②の対応として、定員については実稼働人員と派遣者・在籍休職者の合
計数として定義することとし、年度別定員人数を再積算する。
・「組織別定員数」と「実稼働人員」は採用の平準化の観点から、段階的に近づ
けていくこととし、Ｒ12年度に差異を原則として0にする。

まで）

無

有

年代 場所

無

目的 手段全ての年代 その他 その他市内全域












